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■世帯全員が町民税非課税の方の保険料が見直しされます
　昨年 10月に行われた消費税率引き上げによる影響を勘案し、世帯全員が町民税非課税の満 65歳以

上の方が納める令和２年度の介護保険料を、次のとおり見直します。

介護保険料が変わります！！

～所得の低い方の介護保険料を軽減します～

区分 対象者

見直し前
【Ｒ１】

見直し後

【Ｒ２】

調整率
保険料

年額 (円 )
調整率

保険料
年額 (円 )

第１

段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税
・世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合
計所得金額の合計が 80 万円以下

 基準額×

　　0.375
22,200

  基準額×

　 　0.3
17,800

第２

段階
 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合
計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下

 基準額×

　　0.625
37,100

  基準額×

　 　0.5
29,700

第３

段階
 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合
計所得金額の合計が 120 万円超

 基準額×

　　0.725
43,000

  基準額×

　 　0.7
41,500

第４

段階

 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は
町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が 80 万円以下

 基準額×

　　0.9
53,400

変更はありません

第５

段階

 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は
町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が 80 万円超

 基準額×

　　1.0

59,400

（基準額）

第６

段階
 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満

 基準額×

　　1.2
71,200

第７

段階
 本人が町民税課税で、合計所得金額が 120 万円以
上 200 万円未満

 基準額×

　　1.3
77,200

第８

段階
 本人が町民税課税で、合計所得金額が 200 万円以
上 300 万円未満

 基準額×

　　1.5
89,100

第９

段階
 本人が町民税課税で、合計所得金額が300万円以上

 基準額×

　　1.7
100,900

介護保険料に関するお問い合わせ 役場住民課住民福祉グループ 電話 ３３－２１１１（内線 45）

  令和２年度（2020年度）の保険料額は、６月に個別にお知らせします。

 お問い合わせ　役場建設課建設グループ　電話 ３３－２１１１（内線93）
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令和２年度

  主要建設工事の
  実施予定箇所を
  お知らせします

 お問い合わせ　役場建設課建設グループ　電話 ３３－２１１１（内線93）

５号橋補修

浄化センター機能強化事業

秩父別温泉大規模改修

街路灯ＬＥＤ化改修

防災行政無線デジタル化

町営住宅長寿命化改修（４棟 12 戸）

ベルパークちっぷべつ整備事業
（キャンプ場トイレ改築ほか）

２条排水機場長寿命化対策

町道１条路線舗装改修

水道管更新

旧秩父別川長寿命化対策実施設計

防火水槽改修
  公共施設照明ＬＥＤ化改修（14 施設）

　 （認定こども園、小学校、老人福祉センター、

　  らいふ、デイサービスセンター、

    生涯学習センター、交流会館ほか）




